
 

 

 

 

 

 

 

令和８年度（２０２６年度） 熊本県育英資金 
 

 

 

 

（修学貸与） 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課 

＜育英資金を希望するみなさんへ＞ 

熊本県では、向学心に富む生徒を対象として、熊本県育英資金（修学貸与）の育英奨学生を

募集します。 

育英資金は、夢をあきらめないための勉学に必要な学資としてあなた自身に貸与するもの

で、借りた育英資金は卒業後にあなた自身が返還することになります。 

返還金は再び後輩の育英資金として活用しています。 

育英資金を希望する方は、育英資金の申請資格、返還方法、将来の返還時における生活環境

等を十分理解したうえで申し込んでください。 

重  要 
 

採用決定するまで

大切に保管してく

ださい。 
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令和８年度（２０２６年度） 熊本県育英奨学生募集の概要 

 熊本県育英資金（修学貸与） 

対象者 

次の各号のいずれにも該当すること。 

(1) 生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること。 

(2) 勉学に意欲があると認められること。 

(3) 学資の支弁が困難であると認められること。 

(4) 貸与した育英資金の返還が確実であると認められること。 

貸与月額 

（選択制） 

 

貸与期間 
在学する学校の正規の修業年限 

（高等学校全日制の場合３年間、定時制・通信制の場合４年間） 

保証人 連帯保証人 1人（生計の主たる維持者：親権者（法定代理人）） 

利子 無利子 

返還期間 貸与期間の３倍以内（３年間貸与を受けた場合は９年間で返済） 

返還方法 月賦、年賦、半年賦、月賦/半年賦併用、一括 

申請期限 
申請者から学校への提出期限：学校の指定する日 

学校から県への提出期限  ：令和８年（２０２６年）６月１９日（金） 

選考 選考委員会に諮り、家計状況を基に採用を決定します。 

採用決定 令和８年（２０２６年）８月下旬予定 

その他 就学支援金や奨学のための給付金と一緒に利用することができます。 

 

区分 自宅 自宅外

１８，０００円 ２３，０００円

１３，０００円 １８，０００円

８，０００円 １３，０００円

３０，０００円 ３５，０００円

２０，０００円 ２５，０００円

１０，０００円 １５，０００円

国公立

私　立



熊本県育英奨学生申請から返還完了までの流れ（図解）

採

用

令和8年(2026年)6月 育英奨学生申請書等の提出

令和8年(2026年)7月～8月 申請書類の審査及び奨学生の選考

採 用 決 定

令和8年(2026年)8月下旬～9月上旬 選考結果通知書の交付

令和8年(2026年)9月 誓約書、口座振替調書等の提出

貸 与 開 始

令和8年(2026年)9月30日 初回振込（4月～9月分）

以降、毎月21日振込

卒業年の1月 借用証書等の返還関係書類の提出

卒業年の3月 貸与終了

卒業年月（返還猶予終了年月）の6ヶ月経過後から返還

返還期限：毎月25日（月賦の場合）

返還猶予
※要件（進学、疾病等）に該当する場合

返 還 開 始

返 還 完 了

貸

与

返

還
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１ 育英資金の目的 

熊本県は、向学心に富む学生又は生徒で、経済的理由により修学困難な人に対し、学

資を貸与して教育の機会均等を図り、将来社会に貢献し得る人材を育成することを目的

として、奨学金制度を設けています。 

熊本県から学資の貸与を受ける学生・生徒を「育英奨学生」といい、貸与される学資

を「育英資金」といいます。育英奨学生は、育英資金の貸与を希望する人の中から選考

のうえ決定されます。 

貸与された育英資金は卒業後に返還しなければなりません。その返還金は後輩の育英

資金として再び活用されています。後輩もまた、経済的な心配をすることなく安心して

勉学に励めるよう、みんなで支えていくことが大切です。 

 

２ 育英奨学生の心得 

育英奨学生は、県の定める熊本県育英資金貸与基金条例及び熊本県教育委員会の定め

る熊本県育英資金貸与規則を守り、学校の指導に従うとともに、育英奨学生としての資

質の維持向上に努める必要があります。 

したがって、勉学の意欲がない、学校内外の規律を乱すなど、育英奨学生として適当

でないと認められたときは、育英資金の貸与を取り消すことがあります。 

 

３ 申請の資格 

申請の資格は、次の各項のすべてに該当する者とします。 

(1) 申請者と生計を共にしている家族で、その生計を主に維持している者（以下「生計

の主たる維持者」という。）が熊本県内に居住していること。 

なお、生計の主たる維持者が単身赴任等により県外居住であっても、同一世帯とし

て認めることが適当であるときは、この限りでありません。 

(2) 学校教育法による高等学校・中等教育学校（後期課程）・高等専門学校・専修学校

に在籍する生徒であって、育英資金の貸与が必要であると認められること。 

(3) 各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること。 

ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。 

イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が

非課税又は減免になっている場合。 

ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下の場合。 

(4) 地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと。 

(5) 貸与した育英資金の返還が確実と認められること。 
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【世帯全員の所得の目安】 

居住地 ４人世帯 ５人世帯 

熊本市 ４８１万円 ５３１万円 

荒尾市 ４６１万円 ５１０万円 

その他 ４２２万円 ４６６万円 

※基準額は、世帯員の年齢、家族構成、居住地によって異なりますので、上記金額はあ

くまで目安の金額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 貸与月額 

貸与月額は、表のとおり区分ごとに３つの金額から選択できます。 

家庭の経済状況や卒業後の生活設計を十分に考慮のうえ選択してください。 

区  分 金  額 

高等学校 

中等教育学校（後期課程） 

高等専門学校 

専修学校 

国公立 
自 宅 18,000円、13,000円、8,000円 

自宅外 23,000円、18,000円、13,000円 

私 立 
自 宅 30,000円、20,000円、10,000円 

自宅外 35,000円、25,000円、15,000円 

 

５ 貸与期間 

在籍する学校の正規の修業年限の終期までとします。 

高等学校          ３～５年間（課程等により異なります。） 

中等教育学校（後期課程）  ３年間（課程等により異なります。） 

高等専門学校        ５年間（課程等により異なります。） 

専修学校          １～４年間（課程等により異なります。） 

 

  

【生活保護受給世帯について】 

生活保護を受給されている世帯については、高校就学に必要な保護費が福祉事務所

から給付されますので、申請を行うにあたっては事前に福祉事務所（ケースワーカー）

と相談してください。 

なお、相談なく育英資金の貸与を受けた場合には、福祉事務所が収入と認定し、保

護費が減額される場合などがあります。 
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６ 貸与方法 

(1) 育英資金は、無利子です。 

(2) 熊本県指定金融機関（肥後銀行）の育英奨学生本人名義の普通預金口座への振込み

により貸与します。口座がない場合は新たに開設してください。 

(3) 振込は、下記「貸与スケジュール」のとおり行います。 

(4) 各月の貸与については、各自通帳により確認してください。 

 

【貸与スケジュール】 

 

採用年度 対象月 貸与時期 

１年目 
初回振込（４月～９月） ９月３０日 

１０月～３月 毎月２１日 

２年目以降 

４月 振込なし 

年度当初振込（４月～５月） ５月２１日 

６月～３月 毎月２１日 

※振込日が土日祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が振込日となります。 

例：６月２１日（日）の場合 → ６月１９日（金）が振込日 

※２年目以降、毎年４月は奨学生の在籍確認を行うため、育英資金の振込はありません。 

 

７ 保証人 

連帯保証人 １人（生計の主たる維持者：親権者（法定代理人）） 

ただし、生計の主たる維持者が未成年の場合は、その人に代わる独立した生計を営む

成年者。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【連帯保証人について】 

破産者、個人再生者は連帯保証人等になることはできません。債務整理中の方も

同様です。 

また、連帯保証人が死亡された場合、連帯保証債務は財産として相続人に相続さ

れます。 
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８ 返還方法 

(1) 返還の義務 

育英資金は貸与されるものであり、その返還金が再び原資となりますので、貸与終

了後、規則に従い、下記のとおり返還しなければなりません。 

返還期間 ・貸与を受けた月数の３倍の期間 

（例：３年間貸与を受けた場合は、９年かけて返還） 

返還開始 ・貸与終了後、６ヶ月を経過した日の翌月から開始 

（例：３月に卒業し、貸与終了した場合、１０月下旬から返還開始） 

返還方法 ・口座引落し又は納付書 

①月賦        毎月返還 

②年賦        年１回 毎年１０月返還 

③半年賦       年２回 毎年４月と１０月返還 

④月賦／半年賦併用  毎月返還、６月と１２月に加算 

⑤その他       一括返還等 

返還を延滞し

た場合の措置 

・貸与を受けた本人が返還を延滞した場合は、直ちに連帯保証人に返還

を請求します。 

・返還を延滞したときは、返還の日までの日数に応じ、返還すべき割賦

金額に対して年３％の割合で計算した金額の延滞利息が生じます。 

(2) 返還の猶予 

貸与終了後、大学又はこれに準ずる学校に進学したとき、災害を受けたとき、病気

で長期療養の必要があるとき、その他やむを得ない理由により返還が困難となったと

きは、本人の申請によりその状況を審査のうえ、一定期間返還を猶予することができ

ます。 

(3) 返還の免除 

育英奨学生が死亡したとき、障がいにより労働能力を喪失したときは、申請により

返還額の全部又は一部を免除することがありますので、詳しくは高校教育課までお問

合せください。 

【主な返還計画（貸与期間：3年（36月）、返還方法：月賦）】 

区分 貸与月額 貸与総額 返還回数 
返還額 

初回 以降 

国公立 
自宅 18,000円 648,000円 108回（9年） 6,000円 6,000円 

自宅外 23,000円 828,000円 108回（9年） 7,738円 7,666円 

私立 
自宅 30,000円 1,080,000円 108回（9年） 10,000円 10,000円 

自宅外 35,000円 1,260,000円 108回（9年） 11,738円 11,666円 

 

熊本県では奨学生の公平性確保と制度維持のために、裁判所の

手続きを経て、給与差押え等により、延滞された返還金の回収を

行っています。 

返還期限は必ず守ってください。 
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９年間 

① 月賦で返還 
毎月１万円返還 

（毎月１回の 

合計 108回） 

 

 

 

 

 ２７歳で完済  

【返済例その１】 

高校３年間、月額 

３万円借りた場合 

（借用総額１０８万円） 

【返済例その２】 

高校３年間、月額 

３万円借りて大学に

進学した場合 

（借用総額１０８万円） 

高校卒業 

卒業年の 

10 月から返還開始 

大学に進学 

大学在学中は 

返還猶予 
   看護学校卒業 

18 歳 

20 歳 

９年間 

② 年賦で返還 

毎年 10月に 

１２万円返還 

（毎年１回の 

合計９回） 

 

 ３１歳で完済  

22 歳       大学卒業 

27 歳 

35 歳 

あなたの場合はどうする？ 
借用総額（              ）円（月額：     円×１２月×年数：    年） 

返還方法（ □①月賦、 □②年賦、 □③半年賦、 □④年賦、 

 □⑤月賦/半年賦併用、 □⑥その他（一括返還等） ） 

１回当たりの返還額（        ）円 

返還期間（       ）年間 

完済年齢（       ）歳 

卒業年の 

10 月から返還開始 

31 歳 

【返済例その３】 

看護学校５年間、 

月額３万円借りた場

合 

（借用総額１８０万円） 

 

卒業年の 

10 月から返還開始 

15 年間 

③ 半年賦で返還 

毎年 4月と 10月 

に 6万円返還 

（毎年２回の 

合計３０回） 

 

 

 

 

 

 

 

 ３５歳で完済  
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１ 提出期限 

申請に関する手続きは、在学する学校をとおして行います。 

申請書類は、在学する学校が指定する期日までに提出してください。 

 

区 分 提出期限（期間） 

申請者から学校 令和８年(２０２６年)６月１日(月)～学校の指定する日 

学校から高校教育課 令和８年(２０２６年)６月１９日(金)【必着】 

※申請に関するお問い合わせは、在学する学校の奨学金担当窓口にお願いします。 

 

２ 提出書類 

提出書類 説  明 

１ 育英奨学生申請書 

（別記第２号様式） 

育英奨学生申請書（以下「申請書」という。）は、

９ページ～１１ページの記入上の注意及び記入例を

参照のうえ、申請時現在の事実を正確に記入してくだ

さい。 

２ 育英奨学生推薦書 

（別記第４号様式） 

在学する学校が学校記入欄に記入したものを提出

してください。 

３ 保証書 

（別記第５号様式） 

本書に記入された方が連帯保証人となります。 

申請書に記載の生計の主たる維持者と同一の方を

記入してください。 

※５ページ「７ 保証人」を参照してください。 

 

４ 住民票（コピー不可） 個人番号の記載がない同一生計の者全員の住民票

（発効日から３ヶ月以内）を提出してください。同

居・別居に関わらず生計を一にする世帯（本人を含

む。）全員について提出が必要です。 

※ 個票は不可 

５ 所得が確認できる書類 

 

 

 

同一生計の者のうち、令和８年（２０２６年）４月

１日現在の年齢が１６歳以上の者全員の令和８年度

所得証明書（令和７年分）（コピー不可）を提出して

ください。 

※大学生、高校生及び無職無収入の方も提出が必要。 

※源泉徴収票及び確定申告書は不可。 

また、申請時において、次表「所得に関する証明に

ついて」の区分に該当する者は上記所得証明書に加え

て該当する証明書類を提出してください。 

【所得証明書について】 

・毎年 6月頃 市町村発行 

・発行時期については、各

市町村役場にお尋ねくだ

さい。 
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提出書類 説  明 

６ その他基準額の算定に

必要な書類 

【賃貸借住宅の場合】 

・家賃等の金額が証明できるもの 

（契約書の写し、家賃の領収書の写しなど） 

【同一世帯で障がいのある方がおられる場合】 

・身体障害者手帳の写し    １級～３級 

・療育手帳の写し       Ａ１～Ｂ２ 

・精神障害保健福祉手帳の写し １、２級 

※上記手帳の写し以外は認められません。 

 

７ 調査等同意書 育英資金の貸与、返還の実施に関して調査や照会が

必要な場合、当該同意書の写しを付けて関係の官公庁

等に調査や照会を行うためのものです。 

 

 

【所得に関する証明について】 

申請時において、次の区分に該当する者は、該当する証明書類を提出してください。 

区分 証明書類 

失職 
・申立書 

・離職票（コピー）または退職証明書（原本） 

減収 

・申立書 

・年収見込証明書（原本）または給与明細票（コピー） 

※直近3ヶ月分 

生活保護受給者 ・保護証明書（原本）※福祉事務所発行 

罹災 
・申立書 

・罹災証明書（原本）※市町村発行 

長期療養 

（6ヶ月以上） 

・申立書 

・医療費領収書等（コピー）※直近3ヶ月分 

 

３ 選考及び採否決定の通知 

(1) 県教育委員会では、育英奨学生候補者選考委員会に諮り、家計状況を基に採用を決

定します。 

(2) 選考結果の通知は、８月下旬～９月上旬を予定しています。 

(3) 選考の結果は、学校長を通じて本人に通知しますので、県教育委員会への直接のお

問い合せは御遠慮ください。 

予算の範囲内で採用決定を行いますので、申請された方全員が採用されるものでは

ありません。 
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＜育英奨学生申請書の記入上の注意点＞ 

 

 

 

 

 

 

１ 申請者欄について 

(1) 「氏名」にはフリガナをつけてください。 

(2) 「住所」は、住民票通りに記入し、団地・アパート等は建物名称、棟号、部屋番号

まで省略することなく正確に記入してください。 

(3) 「電話番号」は、日常的に連絡可能な番号を記入するとともに、携帯電話をお持ち

の方は、両方の番号を記入してください。 

(4) 「他の奨学金の申込状況」は、各市町村や社会福祉協議会など熊本県育英資金以外

の奨学金に申し込みをされる場合は、必ず記入してください。（就学支援金や奨学の

ための給付金については記入不要です。） 

 

２ 生計の主たる維持者欄について 

(1) 生計の主たる維持者は、保証書（別記第５号様式）に記載する連帯保証人を記入し

てください。 

(2) 「勤務先」は、名称及び電話番号を必ず記入してください。 

(3) 「住居区分」は、該当するものを選択してください。本人や家族の所有する住居は

「持家」となります。借家やアパート等は、「賃貸借」となります。「賃貸借」の場

合は、家賃額を記入してください。持家による住宅ローンは記入不要です。 

 

３ 家族及び所得状況欄について 

(1) 「家族」には、同居・別居を問わず、本人と生計を一にする者（本人を含む。）全

員について記入してください。住民票が異なる世帯（祖父母等）であっても同一の住

居に居住している場合は、原則として同一世帯となります。 

別居し（住民票の住所が別等）、独立の生計を営む方（就職している兄姉等）につ

いては記入する必要はありません。 

(2) 「続柄」は、申請者本人との関係（父母兄姉等）を記入してください。 

(3) 「年齢」は、今年の４月１日現在で記入してください。 

(4) 「同居別居の別」は、家族からみて判断してください。 

(5) 「学校名・学年・障害名等」は、障がいをお持ちの方がいる場合は障害名及びその

等級を記入してください。 

(6) 「所得額」は、所得（課税）証明書に記載された合計所得金額を記入してください。

なお、所得金額がマイナスの場合は「０円」となります。他の家族との所得の相殺は

できません。 

申請書は、奨学生の選考にあたっての重要な書類となるため、記入上の注意及び記

入例を参照のうえ、申請時現在の事実を記入してください。 

記入すべきことが書かれていないものや記入内容が故意に事実と相違して記入さ

れていることが判明した場合は、採用決定後においても採用取り消しとなることがあ

りますので、正確に記入してください。 
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【参考】所得（課税）証明書の例（熊本市） 

※様式は市町村によって異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 署名について 

申請書下部の署名欄については、必ず申請者本人及び生計の主たる維持者それぞれが

自署により記入してください。 

 

５ その他 

記入を誤った場合は、訂正箇所に二重線を引いてください。 

修正液や修正テープ訂正はできません。 

 

  

【拡大図】

合　　　　計 3,540,000        

給　与　所　得 3,540,000        

(給　与　収　入) (5,100,000)

(公的年金等収入額)

総合課税合計 3,540,000        

年分　所　得　金　額(円)

所　得　の　内　訳

ここに記載された金額を記入してください。 
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記 入 例 

  

区分ごとの３つの金額から選択してください。 

４ページ「４ 貸与月額」参照。 

それぞれが自署により記入してください。 

どちらかに〇を付けてください。 
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別記第4号様式(第6条関係)

住　所 　○○市○○町○丁目○番○号

　　　育英奨学生申請者 　○○アパート101号

氏　名

　　　上記の者は、勉学に意欲があり、熊本県育英奨学生として適当と認めますので推薦

　　します。

令和　○○　年　○　月　○　日

　　　熊本県教育委員会　様

学　校　名

学(校)長名

育　英　奨　学　生　推　薦　書

奨　学　次　郎

記 入 例 

 

  

※この枠内は、在学する学校において使用 

しますので、記入しないでください。 

本人の自署により記入してください。 
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別記第5号様式(第6条関係)

住　所 ○○市○○町○丁目○番○号

　　　育英奨学生申請者 ○○アパート101号

氏　名

　　　　　令和　○○　年　○　月　○　日

　　　熊本県教育委員会　様

連 帯 保 証 人

 (生計の主たる

 維持者)

保　　　証　　　書

奨　学　次　郎

　　　上記の者が、このたび熊本県育英資金貸与基金条例による熊本県育英資金の貸与を

　　申請します。

　　　つきましては、育英奨学生として勉学に精励し、社会において有為な人材として成

　　長できるよう指導します。

　　　また、貸与金の返還については保証人としての義務を履行します。

フリガナ

住　　所

フリガナ

氏　　名

〒□□□－□□□□　　TEL ***-***-****

　○○シ○○マチ○チョウメ○バン○ゴウ

ショウガク　タロウ

奨学　太郎

　○○アパート101ゴウ

　○○市○○町○丁目○番○号
　○○アパート101号

記 入 例 

 

  

本人の自署により記入してください。 

連帯保証人の自署により記入してください。 



15 

　　　熊本県育英資金の貸与、返還の実施のために必要がある時は、下記の申請者本人及

　　び連帯保証人の住所、居所、住居、勤務先、資産、収入等について、熊本県教育委員

　　会が官公庁、金融機関等の関係する団体、法人等又は関係する個人に対し調査等を行

　　い、当該調査等の依頼を受けた者が熊本県教育委員会に対し当該調査等に回答するこ

　　とに同意します。

　　　なお、本同意書は同意書作成日以降熊本県育英資金の返還が完了するまで、下記の

　　住所、氏名に変更があった場合も、有効の旨、併せて同意します。

　　　　　令和　○○　年　○　月　○　日

　　　熊本県教育委員会　様

申請者本人 住所 ○○市○○町○丁目○番○号

○○アパート101号

氏名 奨　学　次　郎

連帯保証人 住所 ○○市○○町○丁目○番○号

○○アパート101号

氏名 奨　学　太　郎

調査等同意書

記 入 例 

 

申請者本人、連帯保証人それぞれ自署により記入して

ください。 
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１ 制度の概要 

申請者と生計を共にしている家族で、その生計を主に維持している者（以下「生計の

主たる維持者」という。）の失職、破産、病気、死亡または災害等による家計急変のた

め、緊急に育英資金の貸与が必要となった場合は、随時申請することができます。 

 

２ 申請の資格 

申請の資格は、次の各項のすべてに該当する者とします。 

(1) 生計の主たる維持者の解雇、病気又は風水害等により家計急変し、その事由が発生

した時から１年以内であること。 

(2) 生計の主たる維持者が熊本県内に居住していること。 

なお、生計の主たる維持者が単身赴任等により県外居住であっても、同一世帯とし

て認めることが適当であるときは、この限りでありません。 

(3) 学校教育法による高等学校・中等教育学校（後期課程）・専修学校（高等課程）に

在籍する生徒であって、育英資金の貸与が必要であると認められること。 

(4) 各世帯の家計状況が、次のアからウのいずれかに該当すること。 

ア 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。 

イ 申請者の属する世帯で収入のある者全員が、地方税法の規定により市町村民税が

非課税又は減免になっている場合。 

ウ 申請者の属する世帯の所得合計が、生活保護法における基準額の２倍以下の場合。 

(5) 地方公共団体、公益法人、学校法人等から現に学資の貸与を受けていないこと。 

(6) 貸与した育英資金の返還が確実と認められること。 

 

３ 貸与月額 

貸与月額は、表のとおり区分ごとに３つの金額から選択できます。 

区分 自宅通学 自宅外通学 

高等学校 

中等教育学校（後期課程） 

専修学校（高等課程） 

国公立 

１８，０００円 

１３，０００円 

 ８，０００円 

２３，０００円 

１８，０００円 

１３，０００円 

私立 

３０，０００円 

２０，０００円 

１０，０００円 

３５，０００円 

２５，０００円 

１５，０００円 

 

４ 貸与期間 

(1) 貸与開始月は、原則として申請日の属する月からとします。 

  ただし、３月申請については、年度末の支払処理の関係上、３月第１週の金曜日ま

でに当課に書類が到着した場合は３月から、３月第１週の土曜日以降に到着した場合

は４月からとなります。なお、家計急変発生月からではないため、御注意ください。 
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(2) 貸与期間は、原則として上記貸与開始月から採用年度の年度末までとします。 

ただし、その年度末において家計急変の事由発生後１年以内の者については、「緊

急貸与継続願」の提出により、翌年度末まで貸与を延長することができます。 

（例１）R8.10月に家計急変発生 

  R9.3.5（金）申請書類当課到着→R9年3月分から貸与開始・終了 

  ※R9年4月分以降も希望する場合は「緊急貸与継続願」を提出し、最長R10年3月分まで 

（例２）R8.10月に家計急変発生 

  R9.3.8（月）申請書類当課到着→R9年4月分から貸与開始・R10年3月分で終了 

 

５ 募集期間 

年間を通じて随時。 

ただし、申請できるのは、家計急変が発生した時から１年以内。 

 

６ 提出書類 

(1) 育英奨学生申請書（緊急貸与）（別記第３号様式） 

(2) 育英奨学生推薦書（別記第４号様式） 

(3) 保証書（別記第５号様式） 

(4) 住民票 

(5) 所得が確認できる書類 

(6) その他基準額の算定に必要な書類 

(7) 調査等同意書 

(8) 緊急貸与申立書 

(9) 家計急変等の事由を証明する書類 

※各提出書類の留意事項等は、修学貸与における提出書類を準用してください。 
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７ 家計急変等の対象事由について 

事 由 内 容 証明書類（参考） 

災害等 火災、風水害、震災等の災害により、世帯

の支出が著しく増大又は生計の主たる維持

者の収入が著しく減少した場合 

・罹災証明書または新聞記

事など被災したことが分

かるもの 

失職等 生計の主たる維持者が解雇され、または再

就職したが収入が著しく減少した場合 

※自己都合による退職は除く。 

・離職票 

・退職証明書 

・給与明細票(転職の場合） 

死 亡 生計の主たる維持者の死亡により収入が著

しく減少した場合 

・死亡診断書 

・住民票除票 

離 別 生計の主たる維持者の離別により収入が著

しく減少した場合 

・戸籍事項全部証明書 

破 産 生計の主たる維持者が事業等失敗により破

産した場合 

※個人的な借用によるものは除く。 

・破産申立書 

病 気 生計の主たる維持者の入院等により、世帯

の支出が著しく増大又は生計の主たる維持

者の収入が著しく減少した場合 

・診断書 

・医療費の領収書等 

その他 事故、倒産等の事由により、世帯の支出が

著しく増大又は生計の主たる維持者の収入

が著しく減少した場合 

・内容を証明する公的機関

が発行する書類の写し 

 

８ 選考基準 

修学貸与の家計基準内にあり、かつ、家計急変等により修学が困難であり、緊急に育

英資金の貸与が必要であると認められること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

熊本県教育庁県立学校教育局高校教育課修学支援班 

 

〒862-8609 熊本市中央区水前寺６丁目１８番１号 

TEL：(096)333-2675   

 

※申請に関するお問い合わせは在学する学校の奨学金担当へお尋ねください。 


